
 

新米原市のまちづくり基本条例をつくる会レポート：１２ 

 

2005.12.5 19:00 第 12 回新米原市のまちづくり条例をつくる会開催 

 

 “第 12 回新米原市のまちづくり基本条例をつくる会”を、米原市役所米原庁舎 2A 会議室で開

催しました。今回は、前回グループワーク発表と条例試案を受けてのグループワークの発表と、

前文起草委員会で検討された前文案の議論を行いました。条例の項目・前文について活発な意見

が出され、次回引き続き検討が行われることになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ▲第 13 回基本条例をつくる会の様子 

 

当日は、以下の日程で会議が進められました。 

[会議日程] 

 1. 開会 

 2. 会長挨拶 

 3. 協議事項 

講師：龍谷大学法学部教授 富野 暉一郎 氏 

   (1) グループワーク発表 

   (2) 条例案について 

   (3) 条例前文について 

 4. 閉会 
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[議事内容] 

１．開会 （事務局） 

２．会長挨拶（会長） 

皆さん今晩は。前回、富野先生から基本条例の試案をご提示・ご説明いただきま

して、案を踏まえてグループワークを行っていただいた協議結果を発表いただきま

して、そして前文の起草委員会を 12 月 2 日に行いましたのでその案をご検討いた

だくということになります。今晩の会は基本条例の項目や前文の大枠における最終

検討になると、そういうことで進めたい。第 1回の会合の時に富野先生からご講義

をいただいている内容をもう一回見直してみたのですが、その中で先生が幾つか大

切な事を言っておられます。まず一つ私の心に残っているのは、この条例をつくる

ことは強制力を持つものであると、50 年 100 年のまちの方針をつくると。それに

関わっている委員の我々は重要な仕事に関わっている、そのことを認識して欲しい

というようなことを仰っています。それから二つ目に、新しいまちづくりを行うに

はレベルの高いまちにステップアップすることであると、そしてこれからは行政と

市民が一丸となって頑張ることが必要であると。この基本条例をつくることにより

新しい歴史をつくることになる、そういうことをご指導いただいています。もう一

つ、自分達が本当に大事だと思うことをまず出していき、腹の底から納得できるも

のをつくってみることから始めることが必要である、ということを仰っていること

が私は心に染みているわけですけども、この会の原点はここにあるのではないかな

とそういう風に思っている次第です。今晩この原点をもう一度腹の底におきながら、

委員のみなさんに忌憚の無い、そして悔いの無いご意見を出していただいて条例項

目や前文を検討いただきますようお願い致したいと思います。今晩も富野先生には

大変お忙しい中、しかも夜分ご指導にお越しいただいております。どうかよろしく

ご指導していただくことをお願いし、最初の挨拶といたします。 

３．協議事項 

アドバイザー：龍谷大学法学部教授 富野 暉一郎 氏 

（富野教授） 今、会長さんの方からお話がございましたように大詰めの段階でございます。今

日、皆様のご発言をいただいて全体の取り纏めを行いたいと思っておりますけども、

大事なところですので議論が残るようでございましたらもう 1 回やってもいいと

いうことで議論を尽していきたいと思っております。皆さんにお配りした資料の中

に、前文の起草委員会の案というものがあります。これは、今までの議論を踏まえ

たうえで前文案を作ったものです。これを最初に議論をしていると時間が延びてし

まうかもしれません。これ自体が非常に重要なものですので、是非ともこれに時間

をかけて議論をさせていただきたいと思います。先にご検討いただいたグループ毎

の内容を話していただいて、その間に前文のほうも多少なりとも時間を使って読ん

でいただいて、最後にまとめていくというような作業にしていきたいと思います。 
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今回の会議で、大筋はまとめられるように是非ご協力をいただければと思います。

それではグループ毎にご意見を発表いただいて、それからお話をしていきたいと思

います。それではⅠ班からお願いします。 

【Ⅰ班発表】 それでは、Ⅰ班の方からグループワーキングの報告を始めます。 

この富野先生の試案やまた各グループがお出しいただいております素案の方を

基に一通り読み合いをしまして、その中で規定あるいは文言として不足しているの

ではないか、また解釈がもうすこしキチッとしなくてはいけないんじゃないかとい

うところを主立って話をさせていただきました。 

まず一点目ですけども、これは理念・総則の辺りで必要かなという風なところで

すが、ご存知のとおり米原市は滋賀県下でも外国人比率が非常に高い地域でもあり

ます。国際化も進んできておりますけれども、世界的な視野・グローバルな視点・

急速に進む国際化という風なところについての記述を少し含めておく必要がある

のではないかなというところがありまして。ちなみに国際化と国際交流の正しい解

釈と使い分けのところで、これはまた先生からもご教授していただきたいのですが。

これは私の勝手な受け売りで、乱暴な言い方をしますと、ほっておいても進むのが

国際化、政策・施策として外国人労働者を招き入れている訳ではないが自然と外国

人が増えてきていると。また国際交流につきましては、こういう現状をキチッと捉

えて団体の活動あるいは行政として主体的に取り組まなくては方向性が逸
そ

れてく

るというようなところがございますので、この文言を入れるのであればそういった

事の解釈も必要でないかと思われます。 

持続的発展というのが今回の条例の中に大きな柱の言葉として出てきているわ

けですが、これに対して生涯教育の充実あるいは教育の充実ということが不可欠に

なりますし、米原市の文化というものが向上していかなくてはならない、そういっ

たところの書き込みが少し不足しているのかなと。やはり基本条例の中で文化とい

うものをキチッと抑える必要があるのではないかという論議がなされております。 

また、これも前文等にうまく押さえていただいているようですけれども、この自

然環境・地理的環境の資源が豊富でありますので、こういった保護活動にも行政の

みならず住民さん側からもかなり深い活動が必要かなと、こういうものを次代に継

承するためにも基本条例中にも深い記述が求められているという判断もしており

ます。 

この自治基本条例については、50 年後も大きな柱として米原市が米原市として

成り立つための基礎となる条例という風なところであります。こういった中で米原

市の将来展望が住民自治体のみならず米原市そのものが自立のまちとなっていな

くてはなりませんし、よく言われるオンリーワンのまちとして成り立っていく視点

が必要と。50 年後米原市は滋賀県を代表する・この地域を代表する市になってい

て欲しいという願いも含めまして、こういったところを触れる必要があるのかなと。 
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また条例の最高法規性の件ですけども、他の条例には無い自治基本条例推進委員

会の設置によりましてより現実的な運用ができるという風なことは良く理解でき

るのですが、条文あるいは時代を反映していない文言が残ってきますとやはり最高

法規としては苦しい部分が出てきますので、他市町村ではありますけど不断の見直

しであるとか、何年には見直しを図るとかいう条文が必要ではないかと言う話も出

ております。 

章立てにつきましては、ほぼこの章立てでこの会の想いをうまく反映させていた

だいておりますけれど、議会の扱いにつきまして市の執行機関の中という位置づけ

で章立てされています。ただ議会については住民の代表・市全体の政策論議の場と

いう位置付けが本意であり、市全体を見据えてキチッと議会が将来を見通せるよう

な責任を持っていただきたいというようなところで、議会は一つ分けてはどうかな

あと。ただこれについては章立て全体の構成もありますし、議会そのものの責務

等々を押さえてありますので、他のグループの皆さんあるいは先生の解釈をご教授

いただければというようなところが意見として出ております。 

以上簡単ではございますがⅠ班の論議の内容でございます。 

（富野教授） 国際化のことですけれども、一つは基本原則のところで第 3章の多様性の尊重の

部分で人種というのをわざわざ入れたんですね。これは要するに、国籍が色々な方

がいらっしゃるということを踏まえて、まずは人種交流をしなくてはというところ

で。もし入れるとしたら、実は国際化と国際交流というのは非常に狭い言葉なんで

す。ですからもし入れるとしたら“国際化のための開かれた地域社会をつくる”と

かそういう方が記述としてはいいかもしれない。一般的に国際環境というのは四つ

あると言われていて、一つ目は国際交流、二つ目は国際協力、三つ目は自治体の国

際ネットワーキング、四つ目は内輪の国際化という問題、これは地域社会の問題で

す。この 4つを含めて“国際化に開かれる地域社会”と言われることが最近良くさ

れていますので、そういう書き方もあるのかなと、これは感想だけで具体的な議論

は別です。それから文化・教育についての記述は、特にこの地域は社会教育とか同

和教育ということで精神的なことをやっていらしたと聞いていますので、確かにそ

うだろうと思います。これについては具体的に議論をしていかなくてはならないと

思います。 

それから資源の保護およびそれに関する保護活動の具体的記述で、これについて

できれば皆さんの方から何項目か具体的な提案があればありがたいと思います。そ

れから自主自立することは、実は総則に書いてあるつもりなんですね。そこにこれ

を入れたのは、これは全体で一番大事なところなんです。この条例はそもそもがま

ちづくりの基本が書いてあるところが総則ですので、そこに全部の網掛けとして自

立の部分を自主自立ということで入れてありますので、むしろ具体的な個別な項目

に移してしまいますと返って弱くなるのかなという感じがしないでもありません。
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でも具体的に書いた方がよろしいということであれば、もちろんどこかに書き込む

こと自体は問題ではありません。 

それから見直し条項ですけども、後から気がつきましてちょっと修正部分を入れ

たところがあります。ということで、この部分ご指摘のとおりです。 

議会については、国の議会制民主主義の仕組みと国権の最高機関という議会と、

それと地方自治体の場合は二元代表制ということで議会と執行機関とは対等の立

場ということになっているんですね。そうすると議会だけを別立ての章にすること

は果たして好ましいのかということです。憲法的な位置づけの問題が実はありまし

て、これはもちろんこの市においては議会が一番大事なんだということであれば、

構成自体は条例ですから構いませんけれども。基本的には国とは違う位置付けにな

っていますので、このあたりは議論をしていただきながら最終的に決めていただけ

ればと。 

どうもありがとうございました。それではⅡ班お願いします。 

【Ⅱ班発表】 それではⅡ班の検討内容について報告をさせていただきます。富野先生の方から

も試案をいただいておりますので、そのことと我々が検討した内容を合わせながら

どうしたらいいのか検討を行いました。 

都市経営の原則については、富野先生の方でまとめていただいていることをほぼ

このような形でまとめていますが、中身については変えているところもございます。

やはり地方自治法に実在する一番大きな“福祉の増進”ということでありますので、

その文言を入れるべきではないかということで「米原市の持続的発展のために適切

かつ効率的な都市経営を行い、福祉の増進を図るとともに、最少の経費で最大の効

果を挙げるよう努めなければならない。」という押さえ方をさせていただきました。

それから 2 項につきましては先生の方からお示ししていただいたようなことで、

我々もいいのではないかということでまとめをしております。それから 3項では説

明責任について書く必要がありますので、このところについてしっかりと市が「政

策の立案から実施および評価に至るまでの過程において、市政について市民に分か

りやすく説明する責任を果たすよう努めなければならない。」これは、私どもは基

本条例の基本であると押さえをさせていただきました。 

それから倫理規範の確立の話ですが、多くの自治条例にあまり例を見ないのです

が、やはり入れておいた方がいいのではないかと思っておりまして、先生の案をた

たき台にしながらこのことを整理させていただきました。1項については全く同じ

事を先生の試案のとおりにまとめております。ただ 2項について問題は、「市は、

議員、執行機関および職員が職務上受けた不当な要求を排除するために、組織的に

対応しなくてはならない。」ということを書いても、規則なり個別の条例をつくら

ないとなかなか機能しないのではないか。その辺のところをしっかりと、今後これ

を答申する時にそのようなことを具体的に要望するということをやっていかない
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と書いただけに終わってしまう可能性があると思います。それから 3番目のことで

すが、「職員は、議員または上司から職務上」先生の案では「違法または不当な要

求を受けた場合」という風になっておりましたが、“明らかに”というところを入

れております。特に判例があるものについてはしっかりしているわけですが、行政

実例については変わる可能性もあるわけですから、その職員がそのことについてキ

チッとしたことを知っているのであれば変わるということもあり得る話ですから、

これは「明らかに違法または不当な要求」とした方がベターではないかなと考えて

このようにしております。 

それから試案の中では、議会のことについては一つの中で案を示していただきま

した。これについてかなり議論をしたわけですが、議会の責務と議員の責務という

ことを一緒にすることはやや問題があるのではないかということで、二つに分けた

いということで条を分けました。一つは「議会は、市民の意思が市政に反映され、

適正に市政運営が行われているか執行機関を監視し、牽制する機能を果たさなけれ

ばならない。」当たり前のようなことでありますが、ややもすると車の両輪という

名のもとに市長のやったことをそのまま追認してしまうということが無きにしも

非ずですので、やはり議会としての一番大切なことはチェック・監視としての役割

を果たすということをこの中で謳った方が良いのではないかと思うわけです。それ

から「議会は会議を公開するとともに、」この開かれた議会運営をということは、

確かに今でも議会の本会議につきましてはあらゆる方法で傍聴したり色んなこと

がありますが、本来委員会の審査についても、人数には限りがあると思いますが公

開原則でやってもらうことがこれからの民主的なやり方であろうということを踏

まえて、この項目をこのような形にしたらどうかと思っているわけです。それから、

3項についてこういう形で出すべきではないか、そして最終的に議会の中で色々議

論されていく訳ですが、自らの権能および責務に関する基本的な条項を定め、市民

に対し議会の役割を明確にするということを謳ってもらう必要があるのではない

かという風に思います。 

それから議員の責務でありますが、「自己研鑽に努め、品位および名誉を保持し、」

という当たり前のようですがこれが全国でしばしば問題になるわけですね、こうい

う風になっていない。そして市民全体の利益を行動の指針とするという、このこと

を議員さんに自覚してもらう、このことは条例の中にキチッとすると、そのことを

踏まえて実行しますということが大切ではないかと思うわけです。それから議会が

議会便りを出してそれで情報公開をしたということではまずいわけでありまして、

個々の議員さんが議会活動に関する情報をその責任で流す、ということを入れてい

く必要があると思うわけです。そして 3番目を特に我々は重視するのですが、当然

議員には議案の提出権があるわけですから、これを積極的に活用するようにして議

会の活性化を図ってもらう、このことを入れたいという風に思いました。 
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それから市長のところについても、結構細かなことを書いています。それは「市

長は、米原市の代表者として主権者である住民の厳粛な信託に応え、この条例にの

っとり、公正かつ誠実に市政の執行にあたり、持続可能な都市経営を推進しなけれ

ばならない。」と、これは基本的なことを書いておりますのと、先生が都市経営の

原則の中に入れていただきました市長の責務の中に 2項として入れました。その中

で先生が書かれているのに少し加えていますのは“市長は市政方針を明らかにす

る”それには市民の意向を掌握するということが大変大切ではないか、もっと住民

対話をしてそのことを踏まえてやってもらうということをキチッと位置づけてい

くこと。そして議会の中では、それが出来ていないではないかとか、どうなってい

るのかとか絶えず議論できるような形の中で入れておく必要があるのではないか。

これは議論になったのですが、予算編成過程における公開と市民参加というのはな

かなか厳しい話ではあろうと思いますが、このことはこれから大変大切なことだと

我々も思っておりますので、これは敢えてこのように入れてあります。 

それから市長部局以外の執行機関の責務というと、今度の中央での話を聞いてい

ると教育委員会部局は設けなくても良いというような議論があるようですが、しか

し現行の法律からするとそれはそれとしてあるわけですから、市長と同じように責

務を負うということを条文の中で入れる必要があるのではないかと思います。そし

て執行機関同士の協力・連携というものをしっかりと入れるというようにさせてい

ただきました。 

それから職員の責務と権利について、この辺のところについては少し先生の表現

と変わっておりますのは、市民本位の立場に立つということ、それから協働の視点

を持ってことにあたるということを前面に打ち出しながら進めた方が良いのでは

ないか、というように改めさせていただきました。2項については、これは当たり

前のことを書いているわけですがこのようにまとめさせていただきました。 

この他議論した中に、市という定義をした中に市長と議会というものを位置づけ

たらそれで良いのではないかと、むしろその方が自然ではないかというような感じ

でまとめているということをご報告申し上げます。それとその他の中で、市民の定

義の中に“市内で働く者および学ぶ者”というものを入れる必要があるのではない

か。これは参画いただいているものが沢山あるわけですから、この中に入れる必要

があるのではないか。それから 5章の 15 条のところでありますが、市民の定義の

中に今言いました働く者および学ぶ者というものを入れてもらいますと、市民投票

の権利をその人まで与えることになりますので、市に住所を有する、そして私は満

18 歳以上の市民にそのことを与えたらどうか、諸外国の例から言うと 18 歳という

のは世界の主流になっているように私自身は思いますので、そのようにしたら良い

のではないかと思うわけです。以上です。 

（富野教授） ありがとうございます。仰るとおりのことばかりで、具体的になかなかうまく表
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現できなかったと思っているところがありましたので、意見をいただけてありがた

いなと思っています。一つは、試案の方の市の責務のところの説明責任のところで

すけども、説明責任という言葉は 30 年後とか 40 年後どうなっているとかというこ

とがあったものですから、説明責任という言葉を使わないで、もう少し一般的に情

報の開示とかそういうようなところにすれば良いかなと。これはもちろん今我々が

読んでいるわけですから、説明責任というのは分かりやすいのでご提案のとおりで

良いかなと思います。それから、職員の不当要求に関して、“明らか”にと言うと

ころがもしかしたら問題になるかもしれないということがあるのですけど。“明ら

かに”と書くと、職員がこれどうかなあと思った時に行動がとれなくなってしまう

という感じがある。そこら辺がなかなか難しいところで、“明らかに不当である”

ということは誰からみてもそうだという場合で、新しい事態に対してこれまずいよ

ねっていうことがあるわけで。“明らかに”にするかどうかというところは行政の

姿勢の問題もありますので、少し議論をした方がいいのかもしれないと思いました。 

それから議員の責務のところで、市民に対して説明するということですが、これ

は説明するだけでいいのだろうかと言うことがあって、市民が求めた場合それに応

じなければならないということが議員に対してもあってもいいのかなと思ったり

も、別にこれは基本的には説明責任の問題ですからそれでよろしいかと思いますが、

もう少し整理する要素はあるかもしれないと思いました。 

それから最後のご意見のところですが、市民の用語の定義なんですが、仰るとお

りここで市民として入れたのは非常にはっきりクリアに定義できる部分で入れた

んですね。これは先程仰ったように要は権利関係を考える時に市民という言葉を使

いたいものですから、住民という言葉を使っている部分と市民という言葉を使い分

けしているわけですね。そこのところをクリアにするにはどうすれば良いか色々考

えた訳ですけども、それに関して利害関係を持った者というひとつの表現を使って、

要するに市民とか住民とか明確に定義する部分と、市に関心を持ってくださった

り・協力してくださったりあるいは市内で色々な利害関係を持っている方々につい

てどこまでカバーできるかというのを決めるのもひとつ良いのではないか、市民を

包括するのはなかなか実はやってみると難しかったんですね。そういう訳で、利害

関係というカテゴリーもつくることはもしかしたらいいのかもしれないなと思っ

ています。もちろん市民ということで入れるとしたら、キチッと分けられるような

使い方をするという前提でないといけません。そういうことで市民投票のことなん

ですが、実は市民投票についてかなり緩く書きました、この要件はかなり緩いと思

います。ですから仰ったように年齢とか国籍の問題とか色んな要件をどうするかと

いうことは個別条例に委任してしまったということなんですね。それは何故かって

言うことがありまして、私は多分何十年間で市民投票に対する考え方は変わってき

ているだろうと思っています。例えば仰ったように 18 歳なんて当然になるんじゃ
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ないかと思うんですね。問題は、もしかしたらテーマによっては色んな年齢のバリ

エーションもあり得るし、利害関係者を含めた色んな投票もあり得るのではないか

なという気がしているんです。ただし、これは不断の改訂というんですか・いつも

チェックして、時代に合わせて改訂することが前提になっていれば、あんまりそこ

まで気にすることでは無い訳ですので、要するに最高法規性との関係でかなり硬い

条例として運用していくということとして、市民規定を少し緩めに書こうと。それ

から軟らかい最高法規ですね、要するに基本的な条例として考えるのであれば少し

現代的な今の要求に応えられるような規定の仕方をする、例えば 18 歳以上とか不

当要求とかもありえるだろうなあと思います。ですからそれは皆さんの条例を基本

的にどういうものとして考えているかによると思いますし、そのあたりはこれから

議論していただくことかなと思っています。 

どうもありがとうございました。ではⅢ班の方お願いします。 

【Ⅲ班発表】 第Ⅲグループにつきましては、今回の話し合いは表現上気になる部分の修正なり

グループの中で加筆すべき部分があったらそれを話し合おうというスタンスで協

議をさせていただきました。まとめの構成は、Aが今回の先生がおつくりいただき

ました条例試案に修正なり追記をしていくもの、Bは直接試案には影響しないけれ

どグループの皆様で話し合ってこれは良い議論をしたという部分で、それもあわせ

て掲載させていただきました。 

まず Aの方ですが、条例試案に対する修正・追記です。 

（1）第 1 章総則で文中に自主自立という言葉がありますけれども、この自主自

立というものを更に意識を高揚させるような啓蒙・啓発を行う旨をなんとか条例の

中に表現化できないかというご意見がありました。何故かと言うことですが、従来

行政のあり方なりまた住民の関わりにおける体質としても、行政主導であったり・

受身的であったりまた依存的な体質があまりにも根強すぎる。職員・住民の意識の

変革が進むには、相当な努力をしないと変わらないのではないかと言う意見をいた

だきました。ただ条文として表現しないのであれば、条例の解説文の中で具体的に

明記していくという手立てもあるのではないかとの意見をいただいております。 

(2)第 2 章用語の定義に、8 番目として“都市経営”を含めるべきではないかと

いうご意見でございます。それは何故かということですが、まず都市経営という言

葉が一般的に聞きなれない言葉ではないだろうかということをご指摘いただいて

おります。話し合いの中で出ていた協議経過ということで出ておりますが、経営と

いうからにはシステムづくりが必要である。仕事の枠組み・仕組みを変えねばなら

ない。行政組織は縦割りがあまりにも強すぎる。今後、縦割りは縦割りとしながら

も横のつながりネットワークをどうするかが肝要である。民間出身の方もおられま

すのでそういった方からは、行政は前年踏襲型の経営である。民間は年度が変われ

ば、基本的にゼロベースに戻って構築していくんだ、この点が行政と民間は大きく
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違うんだということでございます。また行政は当然といえば当然なんですが、営利

活動ではないためどうしても歳出しか見ていないという側面があります。今後は歳

出という面も効果的に行いながら、歳入という部分をどうするのかというマネジメ

ントという部分をどうするのか、それが条例の中にも謳われている持続的発展にも

繋がっていくだろうというご意見です。また、人材育成ということも経営の中に含

まれるんでしょうけども、民間でもそうかもしれませんが、将来取締役になられる

ような幹部候補生といわれるような方であれば色々な幅広い経験をしていくこと

も経営者として求められる資質でありますので、そういったゼネラリスト育成なら

分かるが、ただ色んなところを転々と代わっていくだけの悪い意味でのゼネラリス

トは今後行政においてもつくるべきではない。民間同様、計画的なスペシャリスト

の育成ということをしていかなければ、専門性を持った行政運営というのはできな

いだろうということでもご意見をいただいております。 

(3)第 3 章住民主権と役割分担と協働については、もっと議論を行うべきではな

いか。および第 6 章(5)職員の責務および権利についても、更に表現を見直すべき

ではないかということでございます。何故かというと、自己防衛のため法令なり条

例を盾にとって法令を守ることのみに汲々としている、そういったことはいかんと。

住民に主権があり、その奉仕者である意識を徹底し、市民のサービスを向上する意

識で職務に当ってもらわなければならないということを厳しく指摘をいただいて

おります。そういった点で住民主権・役割分担・協働・職員の責務および権利とい

う中で、具体的にそういうことを謳うことはできないかというご意見でありました。 

(4)第 6 章市の責務(1)都市経営の原則の 3番目の◇文中「予算編成過程における

公開と市民参加を推進するものとする」については「推進に努める」に修正するべ

きでないかというご意見でありました。これは何故かと言いますと、予算編成過程

における各セクション・部なり課での調整という作業がございますし、そのまとめ

られたものをもって財政当局側と原課との査定協議があるわけですけれども、その

時に従来のやり方に戻ってしまえというような後退的意思ではなくて、やむを得ず

職員の裁量において纏め上げざるを得ないこともあろうかと思います。過去の経

緯・現在の状況また将来の情勢ということを見合わせて、また特殊な個別的な要因

も勘案しながらやっていかなければならないという特殊な事情もあろうかと思い

ます。そうした過程も全て白日の下に晒すことによって、場合によっては予算編成

が頓挫し、行政運営が停滞してしまう危険性が無きにしも非ずかもしれません。編

成過程において住民参画は今後推進すべきだが、公開については一定のルール線引

きが必要でないかというご意見でした。 

(5)第 6 章市の責務(2)倫理規範の確立の 1番目の◇文中「法令を自らの解釈に基

づいて運用しなければならない」については表現を見直すべきということでござい

ます。何故かといいますと、住民へのサービスのために柔軟で弾力的な運用を心が
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けるという点は正にそのとおりと思っています。だが、この表現のままでは職員個

人の恣意的な解釈によって、法令を場合によっては誤認または拡大解釈してしまう

恐れがあるからです。 

(6)第 8 章市民の地域自治活動(1)市民自治組織における市民自治組織の考え方

について議論を行うべきではないかというようなことでございます。何故かという

ことですが、ある委員さんから“以前自治会も NPO も同じ市民自治組織”というよ

うなことを富野先生が仰っていたが、その扱いについては反対だということを仰っ

ていただいています。集落毎の自治会は一番身近な自治組織であり、活動には強制

力も伴いつつ構成員が結（ゆい）として相互扶助で機能するもの。NPO はある程度

特定の目的の実現のため有志の方々が活動するものでありますから、両者が全く同

じ組織というのは矛盾があるだろうと。市民自治組織について考え方をもう少し深

めておくべきでないかというようなご意見を頂戴しております。この関連する協議

経過の中で、位置づけは自治会または NPO は確かに異なるように思われます。しか

し、自治会の地域活動なり地域課題解決活動については、今後少子化や高齢化とい

う自治会の内部要因や行政の財政や組織機構の縮小化・スリム化によりなかなか十

分にサービスが提供できないという風なことから、そうした意味でなかなか地域活

動が機能しないことも予想がされています。そうした部分を今後 NPO が担うことも

想定されますので、確かに位置付けというものは違いますが、役割や機能は相互に

補完し合うのではないだろうかという部分も意見としてありました。 

(7)第 8 章市民の地域自治活動(2)地域審議会は名称ですけれども、地域協議会と

いう表現が文字的にも目指す内容からも適当ではないかというご意見でございま

した。何故かということですが、合併によって自分がどこに帰属しているのかとい

う地域に対する意識が希薄化してしまっているという風なことでございます。従来、

山東なら山東町、伊吹なら伊吹町、別にそれに固執しているということではないと

思うのですが、ただ地域を愛するという郷土愛とかあるいは地域において今日まで

築いてこられたような歴史的・地形的こういった様々な特色がなくなってしまうと

いうことに対して不安を感じざるを得ないということだろうと思います。地域の特

色を形成していくために、また地域特有の課題を解決するためには、自治会を束ね

た一定の区域を単位とした集合組織で議論することが必要であり、具体的に仰って

いただいているのは例えば旧山東町区域であればそれぞれの山東町の各自治会の

区長さんや地域の代表者の方々が集まっていただいて、また行政と一緒に関わりな

がらそれを話し合っていただくようなものを組織することが必要であるというこ

とを仰っていただいています。それで地域審議会という名称が、合併特例法による

地域審議会・特定課題に関する市長の諮問機関というような意味合いで地域審議会

というのは法令ではかかれていますので、この地域審議会と誤解を招いてしまうよ

うな部分もあると思いますので、地域協議会という表現が適切ではないのかなとい
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う風なご意見をいただいております。 

次に Bに移りますが、条文には直接関係はございませんが、こんな意見があった

ということをご紹介させていただきたいと思っております。 

(1)公務員の能力評価を条例中に盛り込むべきではないかという話もありました

が、これは中止になりました。これは、現行完全年功序列型の昇任制度・昇給制度

であり、評価は殆どなされない。意欲的な職員が開拓した職務についてもただ個人

の責任として遂行するだけとなってしまい、その後の頑張った個人に対する評価に

ついても殆どされない。こういう現状では、別にしてもしなくても変わらないであ

ろうという事なかれ主義を蔓延させるだけであって、職場としての機能向上は不可

能であると。今後明確な能力人事評価システムの構築を、この条例の中でも謳うべ

きではないかというようなご意見をいただいております。ただこれにつきましては、

総務省でも公務員制度改革が進展している状況にあり、制度改革に伴う関連法案創

設や地方公務員法改正といった上位法令で明確化していくため、条例化においては

必要ないと判断をされました。 

(2)第 5 章市民及び事業者等の権利と責務（3）市民投票において、市民投票結果

を“尊重する”ように表現すべきではないかというご意見がありましたが、これも

中止となりました。市民投票による住民総意が明確化されるのは良いことだが、こ

れが本当に市制に反映されなければ意味が無い。“尊重する”という一文を入れる

べきではないかというご意見もありました。これについては、この条文は市民とし

ての権利を表現したものであり、この取扱いについてまでは具体的に表現する必要

は無いと判断をされました。 

(3)情報という言葉は重要なキーワードである。この試案では、情報という言葉

についての記載が少ないように思われるとのこともありましたが、別に増やさなく

ても構わないだろうということで見送りになりました。第 3章(6)情報の共有、ま

た第 5章(1)知る権利でも「情報」について触れられております。また、先生試案

の第 7章(2)情報の提供では、かなり行政に情報を提供することに対する義務付け

を明文化していただいております。そういった面においては、この 3つの部分を持

って条文についてキチッと表現化されていると判断しまして問題は無いだろうと

いうことになりました。 

最後に第Ⅲグループとしましては、特にこれをということで挙げるのであれば

“都市経営”と“市民自治活動”をとりわけ大事にした条例ということで進めて行

きたいなという風な議論をしていただきました。以上です。 

（富野教授） 非常にいい議論をしていただいてありがとうございます。用語の定義に都市経営

を含めるかどうかについても皆さんの方で議論していただいて、逆にあまり定義に

してしまうと少し固まり過ぎちゃうかなという心配がないわけではないんですけ

れども、そこら辺は議論をしていただきたいと思います。それから市民自治組織に
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ついては、これはこの地域は確かにそういう議論が出てくると思いますね。ここは

皆さんの方でこの報告どおりお願いすべきところがございまして、地域の実情に合

わせたあり方という議論が出てくる可能性のある中で起こせるようにしなければ

と思います。地域審議会について、逆に私は法的な位置づけを明確にした方がいい

かなということで、それは何故かというと包括的な予算を含めて包括的な運用をす

るとしたらこういうものでないと難しいかもしれないということがあったんです

ね。ですから協議会というのは、別にその分の意思決定を含めた形で包括的な委託

をするような地域のあり方を考えるのであればこの審議会を載せてもいいかなと。

そういうことで出来る規定として置いたつもりです。地域協議会ということにして、

その中に地域審議会的な要素を条例として入れていくこともあり得るのかなと。 

それから Bの意見はなかなか面白くて、公務員の能力評価、これは正にこれから

の議論でありますし、地域社会の公務員の信頼性の問題ですね・制度の信頼性の問

題に関わって重要な問題ですので、中止とありますので取り上げないのですけども、

確かに重要な議論をしていただいたと思います。それから市民投票については、尊

重規定は入れてもいいとは思います。これは条例の中で住民投票をどの程度硬い表

現にするか、レベルの問題ですね。尊重するという規定を入れるとかなり色んな反

感が出てくる可能性が無いわけは無いということで、私は一番緩い表現にしました

ので、これは皆さんの方の判断で入れた方がいいと、ここで担保したいということ

もあり得ますので、市民の権利ですけども権利をどれくらいまで受け止めるのかと

いう表現の中であっても良いかもしれないですね。それから情報については仰ると

おりかなり色んなところで制度化の面も含めて書き込んだつもりですが。こういう

具体的な制度が出来たり具体的な政策の・基本的な政策がコントロールされたり、

そういうことをするわけです。ですから先程コンプライアンス・不当要求の問題で

もそうですけども、書き込むということは推進委員会でこれは具体的にどういう制

度をつくったのかということを皆さんがチェックできるようになっているんです

ね。ですからたぶんご理解頂けると思いますけども、試案では制度化を前提として

書き込んである部分もあります。正に知る権利で、条例に関して制度化を盛り込ん

で具体的なこういうことを聞いて欲しいと思うことを制度までいけるような書き

込み方をしてある部分もありますので、その辺りを皆さんも読み込みながらやって

いただければありがたいなあと思います。 

どうもありがとうございました。第Ⅳ班お願いします。 

【Ⅳ班発表】 第Ⅳ班ですけれども、Ⅲ班と同じで富野先生の試案を下に追加・整理したい項目

について議論をさせていただきました。 

まず総則でございますけども、“総則”という見出しになっていますけれども“目

的”にするのかという議論も出まして、“趣旨”だとやっぱり弱いかなと、最後に

わざわざ「市民の総意によって定める」という言葉が最後についていますので、そ
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ういうことからいうとやっぱり総則なのかなという意見もございました。結果的に

は、“総則”と“用語”の定義を合わせて“目的”の方がはっきりするのではない

かとの意見がございました。キーワードとして、この黒い四角[■]の言葉が入らな

いかという議論がありまして役割分担・協働によるまちづくりとして進めるための

人づくり、学びの部分というキーワードが入らないかなと、このことにつきまして

は下のまちづくりの基本原則で使った方がいいのかなという意見もありました。 

その次に用語の定義の中で、市民の定義ですけども、不在地主例えば土地・建物

を所有しておられる方・開発業者・市内に勤務する人たち、こういった方たちを含

めていく必要がないのかということです。事業者等ですけど、事業者と団体という

書き方がされていますが、NPO とか団体はどうやって区別されるのか、おそらく団

体の方に入るのでしょうけども、これで良いのかということです。次に、協働・参

画・責務・相互補完などの言葉はこの条例で使う意味合いの解釈が必要なのではな

いかと思います。 

まちづくりの基本原則ですけども、補完性の原則につきましては相互補完の原則

に則って進めることを基本としています。役割分担につきましては後で役割分担が

出てくるのですけども、そのこと自体をそれぞれが認識しなければならないという

ことがあります。そして協働及び参画の部分はそれぞれが相互理解と信頼関係とい

う言葉を入れてはどうかということです。そしてもう一方では学習及び教育という

風な表現をしているんですけども、まちづくりについては学びということが大切で

はないかということで、まちづくりの主体ということで関わっていくということで

生涯学習のまちづくりが盛んなまちにならなければいけないということで、併せま

してまちづくりのキーワードということで入れていくということで。そして市民主

体の政策を図っていかなくてはいけないという風なことでございます。 

そして 4 章のまちづくりの役割分担と協働のところですけども、“■事業者：ま

ちづくりの利害関係者としての資源提供”と書いてありますが、これはいわゆる事

業者として社会貢献をしていくという風な意味合いでございます。次の団体等の

“等”はいらないのではないかということでございます。そして市民と市の役割分

担というところは、非常に読めば読むほどうまく書いていて下さるなという感想で

ございますけれども、ワーキングに参加していない人には分かりにくいのではない

かということで、やはり注釈は必要ではないかというようなことでございます。 

そして第 5 章のまちづくりへの関与でございますが、まちづくりへの参加・参

画・協働について“市に求める”権利でなく・求めてくるものでもないということ

で、“する”権利に修正してはどうかということです。そして子ども・次世代の参

画の権利および市民の責務ということで、あえて子どもとか大人のまちづくりの過

程や参画を担保するんでしたらこういった文言を追加したらどうかということで

ございます。そして市民の責務についてですけども、参画にあたっては自ら学び自
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らの意見と行動に責任を持つようにというようなことで、言いっ放しとか口だけに

ならないようにこうしたことも追加してはどうかということです。事業者の責務と

いうことで、市の方針に協力していただくこと、あるいは社会貢献というようなこ

とで配慮できることがあるのではないかということで、公益に配慮・地域との調和

という言葉を入れてみたらどうかということです。 

第 6 章で市の責務の中の職員の責務のところですけども、「職員は市民との協働

のために必要な学習機会の提供に努めねばならない」というようなことを入れると

いうことでございます。それぞれが進める施策とか事務事業等で、今出前講座とい

うものを実施していますけども、そういった施策などについてやっていることを理

解してもらって協働してもらって、そういったところを説明していく。そして市長

の責務の中で持続可能な都市経営という文言がありますが、やはりこれも注釈が必

要ではないかなということであります。 

第 7章で参加と参画ですけれども、参加と参画については第 5章で書いていただ

いていますので、いらないのではないかということでございます。そして情報提供

の部分で情報共有の原則というのがありますが、職員の責務の中で、この中で細か

くあげたらよいのかこの辺が難しく、ここでいくと一つの文言で終わっているんで

すけども、もうちょっと具体的な形で謳った方が良いのではないかとのご意見です。

併せて情報収集とか確認についても何らかの形であげられたら良いのかなという

ところでございます。その次は、市民は、客観的な情報の収集と確認に努めなけれ

ばならないということであります。これにつきましては、広報とか CATV で情報を

市の方から提供していっても知らんと言われる場合がありまして、そういうことか

らそういうものを積極的に読んでいただいて情報収集に努めていただくことも大

切ではないかなということで意見が出ていました。 

第 8章の市民の地域自治活動で、地域審議会の名称でございます。前に私どもの

グループでは市民自治協議会というふうな名前をつけておりましたけども、自治会

だけでは難しい課題とか自治会同士が連携した方がやりやすいこと、あるいは安上

がりなこととかがこれから出てくるのかなということが想定できます。またここへ

得意とする分野の任意団体や NPO 等が連携していくという組織が出てくるのかな

というイメージです。 

第 9章の他の公共機関との関係で、ここでは再度法令の自主解釈権を明記するの

かという議論がございました。前の項にも表現がありますけれども、ここで再度と

いう意見もございました。 

第 10 章の自治基本条例推進委員会ですけれども、これにつきましてはここらへ

んが上手く機能するかチェックするところで、これについては市民側も市側も議論

が出てくると思いますので、ぜひ推進委員会で議論をやろうということであります。 

第 11 章の最高規範ですけども、この部分は試案で出ていましたけれど“引き継
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ぐ”という要素を是非入れたいということでした。 

第 12 章の条例の改廃、これにつきましても結論は出ていませんが、条例に委任

するのか、今決めておくのかという議論になりました。以上です。 

（富野教授） ありがとうございました。 

幾つか重要なご指摘がありまして、一つは条例の本文に書き込むのかそれとも解

説の部分に書くのか、あるいは解釈・運用・指針という物をつくりますけどもその

中に書き込むのか選別をしなくてはならない部分があるんですね、確かに。ですか

ら全部定義づけをしていくと、きりが無いということで、じゃあ解釈・運用のとこ

ろで書き込んで定義を明確にしていくこともあります。定義しなくてはならないこ

と全部を定義の項目に持っていくことは全体のバランスの問題もありますから、少

し議論をしなくてはならない部分ですね。 

それから提案の中で、情報については少しまとめて書いた方が、章立てした方が

いいということですね。バラバラになっていますからそこをまとめて書いてですね、

例えば情報の管理とか共有とかそういう形でまとめて章立てした方がいいのかも

しれない、ということは確かにあると思います。 

それから条例の改廃の問題ですけども、特別議決を要する場合には議決の内容に

ついても手続きとして書いておく必要があると思いますが、そうでなければ議会の

議決は当然あるわけですからそれはそれで書く必要はないだろうということで実

は書いていません。むしろそれ以外に特別な住民参加手続きを要するとか、ここで

は推進委員会を設置したので推進委員会に諮問した上でやらなければならないと

かそういうこともあり得ますから、そういうようなことを入れる認識ではいます。

書いてはいけないという訳ではないので念のために、手続き全部を書いておくとい

うこともあり得ます。その選択がでてきます。 

第Ⅴ班はどうでしょうか。 

【Ⅴ班発表】 第Ⅴ班ですけども、こういう風な形で条例が出来ればよいなというところ、ご意

見があった点をまとめてあります。 

まず第 2章ですけれども、住民と市民の定義づけを分けることについて、法との

整合性や第 3 章の住民主権との兼ね合いにこだわり過ぎではないかということで

ございます。 

それに関連しまして第 3章ですけども、住民主権について住民の付託は参政権に

よってのみされるものではないのではないか。参政権が無いからといって、外国籍

住民を排除してはならない。市民主権としても良いのではないか。または、第 2

章で外国籍住民を含めた形で市民を定義し、第 3章の住民主権の項目を削除しても

良いのではないかということであります。次に役割分担と協働についてですが、第

2章で協働を定義していますが、第 3章の“相互の連携・協働”と意味が重複する

のではないかということです。次に多様化の尊重についてですが“公共的な活動に
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よる差別”という言葉がありますが、具体的にどういったものかイメージが沸きに

くかったということであげております。性別・社会的地位・人種・出自のみならず、

年齢や宗教・病気や障害の有無などについても挙げてこなくてはいけないのではな

いかと意見が出ました。“環境的多様性”という言葉がありますが、自然環境を意

味するのか社会環境や経済環境等も含むのかという意見がありました。 

第 5章ですが知る権利について、知る権利を有するものは市民及び事業者等とし

ているが、市情報公開条例では知る権利を有するものは“何人も”としていること

から、整合性を取る必要があるのではないかという話がありました。次にまちづく

りへの関与について“市から求められたときには原則として応じる義務を負う”と

するのはあまりにも強すぎるのではないか、市に求める権利を有する程度でよいの

ではないか。次に市民投票についてですが、発議権者と発議要件・投票権者を明確

にしておく必要があるのではないか。また常設型市民投票条例の制定に向け、基本

条例で担保しておけないかというような方もおられました。 

次に第 6章ですけども、都市経営の原則について政策形成過程における市民参加

は良いが、予算編成過程における公開と市民参加は地域エゴが出る恐れがあり、混

乱の元にならないかというご意見もありました。倫理規範の確立についてですが、

不当要求の排除のため告発の規定を盛り込んではどうかとのことでした。 

第 8章ですが、地域審議会についてですが、ここで合併特例法に基づく地域審議

会をさすのであれば規定すべきでない。合併協議会では市の一体性確保のため設置

することは否定されている。地域審議会を設置しないとこととし、その代わりに市

民自治センターを各庁舎に設置し、センターにある程度の裁量が認められている。

その点についてご意見がございました。 

最後に第 12 章条例の改廃についてですが、簡易な改正・文言の改正等で出てき

た場合にも市民投票の対象とするのか議論が必要ではないかということです。 

以上です。 

（富野教授） 随分色んな目線で見てご提案があったと思います。まず住民と市民の定義につい

てですけども、確かに法との整合性も意識してつくってきましたので、このあたり

は皆さんでどうするかということを議論していただきたいと思います。特に住民主

権とかいうことがあったものですから入れているわけです。このご提案では、逆に

住民主権そのものを当然のことだから無くしては、というご意見であったと私は思

っているので、これはそういうことも可能性がありますから議論をしていただきた

いと思います。それから確かに役割分担と協働については、協力という表現は間違

いです。それから多様性の尊重についてはそうです、実は外国人ということを意識

して入れたかったので、本当は人権規定なんですね。ですから人権ということで、

一般的に外国人が入ってこない、逆に意識されないで終わってしまうので、わざわ

ざ人種という言葉を外国人を意識して入れたもんですから、これは“等”という形
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でおくのか、人権規定一般に書き換えるのか、あるいは是非をちゃんとやるかとい

う可能性があると思うんですね。 

それから第 5章については、条例によってもちょっと違うと思いますが、こうい

う問題はあると思います。ということで情報の共有と管理といわれる部分にまとめ

て、各章の分をまとめたうえでこういう表現を使った方がいいように思いますね。

それからこれは義務ではないんですね、確かに。まちづくりへの関与については義

務ではないんですよね、表現あるいは入れるかどうかについては議論して下さい。

それから市民投票については、表現をどの程度硬い形にするかと、それでできるだ

け早く制度化に向けて具体的に議論するのか、あるいはどこまで内容あるいは形に

ついて明確にするかという議論を現段階で我々どこまで想定しているのかを含め

て、全体としてどのあたりにレベルをおくのか議論に入っていただければいいかな

と思います。 

それから予算編成過程における公開と市民参加は、これは一人一人がということ

よりも、公開は勿論公開ですけれども、市民参加の部分について今までやられてい

る方法は市民の委員会をつくってその中で市民の皆さんに議論をしていただいて、

それでまとまった意見を入れさせていただくということが多いんですね。それから

倫理規範の確立で告発の規定については、正にどうするかですが、違法行為につい

ては告発できることがあるわけですからその辺を入れていく可能性があるんでは

ないか。 

あと地域審議会については合併協議会のところで審議されてきたんで、そういう

ことであれば別の表現を取りますし、合併協議会の内容を否定してこういう風につ

くっていくわけにはいかないということが当然だと思いますんで、それは私の認識

不足であります。 

それから条例の改廃で簡易な改正を書き込むのかどうかなんですけども、簡易な

改正については書き込まなくても当然のことながらあり得るという解釈もあるん

ですね、ですから解釈運用のところでそこを書き込むのかあるいは条例の本文に書

き込むのかということがありますので、それは選択の問題という気がしますね。 

各班大事な議論をしていただいて、ありがとうございました。これをまとめて行

くわけなんですけども、時間的にちょっときついので今回では無理ですね。かなり

重要なご指摘がありましたし、どうしましょうかね。ご提案ですが、折角前文が出

たので、ここで各章立てについての議論は大体でましたので、そういうことを踏ま

えて前文を残りの時間で議論していただいて前文を確定していきたいと思うんで

すね。前文が確定するとこのまちの方針のビジョンの部分が明確になってくるわけ

ですから、もう一回それを踏まえて今出てきたことをまとめていくという形でどう

でしょうか。ではそういうことで、前文について議論をお願いしたいと思います。

会長さん、起草委員会の方で議論をしていただいているので、どういう議論をした
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のか、内容を含めまして少し説明して頂けるとありがたいのですが。 

（会長）   起草委員会で前文を、ここに書いてあるとおりまとめていただきました。起草委

員会では 4つの項目でまとめていこうというような話し合いであったと思います。

一つは地域資源これをどう捉えるか、市の地域資源をまず挙げる、そういうような

ことでした。その中に挙がっていたことに、地域資源としては、この地域は東西文

化の接点である、あるいは交通の要衝である、自然環境・水・湖に大変恵まれてい

る地域である。そしてまた、非常に歴史的にも日本の大きな中心の歴史に、そうい

うものに深い関わりを持っている地域である。それから、生活に根付いた文化が培

われていた地域であり、また地域の自助精神・助け合いといいますか、コミュニテ

ィがまだまだ息づいている地域である、そして地域の愛着・連帯感が非常に強い、

そういう地域である。それから坂田郡の一体性の意識は強いところであり、その上

に立ってそういう地域の特性というものも強い地域である。その根底に仏教という

か仏教文化というのですかね、そういう連帯感がある地域である。仏教文化の繋が

りがあり、宗教的な連帯感が強い地域である。このようなものが地域資源であろう

というようなことです。それから資源としましては、自然環境・水・山・蛍・梅花

藻・ハリヨその他、鴨もあるという話があったのですが、こういうものもある交通

の要衝＝結び目である・結節点という話も出ていましたけど、有形・無形文化財が

豊富なところであり、宿場を中心とした町並みが色濃く残っている。雪、これは資

源といえるかどうか問題ですが、厄介者としての意識も強いのですが、雪も捉えよ

うによっては資源です。それから水田・里山・山城、そしてそういう地域で産まれ

育ってきた人々の忍耐力、そういう人的資源といいますか忍耐の強い人々というと

ころであり、そういうものを資源として捉えたい。そして 3つ目に目指すものとし

ては自主自立、この基本条例で目指すものは自主自立であり、都市経営であり、国

際社会に開かれたまちにしていきたい。それから市民と市と事業者の協働、こうい

うものを目指していきたい。それから持続性・多様性、それからやはり生涯学習の

まち、そういうものを目指していきたい。それから合併してただ 4つが合わさった

だけで無しに、合併したことによって相乗効果というか新しいまちの発展を目指し

たい。その他環境の保全・経済産業の活性化・男女共同参画、こういうものがこの

基本条例の目指すところである。4つ目に方法としまして、役割分担・協働・仕組

みづくり・情報の共有、それから学びの場があってそこで議論できる場があるとい

う、こういうようなことを前提にしましてこの前文をまとめさせていただきました。 

・・・・・前文案を朗読・・・・・ 

このようにまとめさせていただきました、以上です。 

（富野教授） 2 つだけ説明させていただきたいのですけども、1つはこういう条例の前文に基

本的に今まで“合併”という言葉が入ったものはありません。多分これを入れるの

は日本で初めてになると思うんですね。合併して新しいまちとして歩み出す時につ
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くった条例であるという性格を、まちの将来に伝えておいた方がいいのではないか

という皆さんのご意見がありましたので、あえて“合併”ということをかなり大き

な要素として入れてあります。それから全体の長さで、あんまり長くても読みづら

いし短すぎると何言っているのか分からないので、これだけでもかなり抽象的な表

現になってしまっている部分もありますので。例えば最後の「私たち市民が自治・

自立の理念の下、いつまでもこのまちに安心して住み続けられることができるよ

う」という部分は持続可能なまちづくりのことを言っているわけなんですね。 

これについて、そういうことで起草委員会の方で、かなり白熱した議論をしてい

ただいてまとめたものですけども、いかかでしょうか。何かご意見等ありますか。 

（市民）   大変ご苦労様でした。非常に上手くまとまっていると思うのですが、2，3 点私

が気付いたことを申し上げます。一番初めに“伊吹・霊仙山系”と書いていますが、

山系で言うと伊吹・鈴鹿山系が正しいので、“伊吹山・霊仙”というようにした方

が良いではないかと思います。それから天野川と書いていますが、天野川はそのと

おりですが、姉川が基礎となって天野川に注いでいる部分が沢山ありますからその

辺を考えていく必要があるのではないかということ。それから伊吹・山東・米原・

近江と名前が出ていますが、古事記とか日本書紀に出てきている“坂田”という名

前は消えてしまっているのですね。だから“坂田郡四町が 2005 年に合併して生ま

れたまちです”とした方がむしろ深みがあるのではないかと思います。それから 3

行目のところで“人々は自然と調和しながら”と書いてありますが“共生しながら”

とした方が良いのではないかと思うのと、後ろから 4・5 行目のところに“市民と

行政と事業者”という言い方が、通常の場合並ぶのなら“市民と事業者と行政”が

という方が素直にいくのではないかと。以上です。 

（富野教授） ご指摘があったことはどうでしょうか。私は地理的なことは良く分からないので、

最初お話しになった霊仙と姉川の扱いと、合併したときの名前を謳うのか、このあ

たりについては皆さんの思いの部分ですのでどうでしょうか。 

（市民）   私も今の意見に賛成です。昭和の合併の名前の伊吹・山東・米原・近江というよ

りも、坂田郡という表現のほうが良い。 

（富野教授） “坂田”という表現の方がいいということですね。 

（市民）   合併によって生まれたまちで、それが新たな活力となるという風な意味合いは分

かりまして、冒頭の合併と言うところは当然 2005 年に合併して生まれた市である

ということは押さえていかないとだめ、ただ今後 50 年という大きな節目の中で、

中段にでてくる合併によって生まれたまちであるからというのは果たしてどこま

での時代拘束が出来るのかなというところがひとつ疑問に思います。 

（富野教授） それでは意見を先に出していただきましょう、他にどうでしょうか。 

（市民)    最後の三行目のところで“全力を挙げて取り組んでいきたいと思います。”と言

う表現がありますが、“全力”を“総力”と言い換えた方が良いのではないかと思
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います。 

（市民）   “人々は深い信仰を背景に強い一体感を育みながら”とありますが、前文の中で

信仰を背景にというのはどうもピンとこないなと言う部分があるのですが。一体感

は信仰の部分もあるでしょうけども、経済活動であるとかもそうですので、言い換

えられないかなあと思うのですが。 

（富野教授） この辺りは起草委員会で色々協議した中でかなり整理されたんですが。他にいか

がでしょうか。一応今まで意見が出たことで少しまとめていきましょう。 

まず一行目の“山系”のところと“坂田郡四町”というところで。まずは山のと

ころはどうでしょうか、“霊仙山”にするのか“伊吹・鈴鹿山系と”するのかどち

らかかなと思いますけど。 

（市民）   やっぱり先程言われたように、山系と言うよりは個別の山にした方がより大きく

聞こえるように思います。 

（富野教授） 起草委員会の方はどうですか。 

（市民）   滋賀に冠たる伊吹山ということを思いますと“伊吹山”の方が私は好きです。 

（富野教授） では両方山をつけて“伊吹山・霊仙山”ということでまとめましょうか。 

それから姉川との関係のことですが・・・ 

（市民）   並列しても良いではないですか。 

（富野教授） じゃあ“姉川・天野川”にするか“天野川・姉川”にするかで両方入れるのか、

姉川でまとめてしまうのかですよね。 

 前文で単に抽象的に書くということだけじゃなくて、具体的に地名とかを入れる

とリアリティがあって自分たちの心の故郷になっているこれがシンボルなんだと

いう部分が明確になることはとてもいいことなんで、少し長くなっても入れておい

た方が良いかもしれませんね。では“姉川・天野川”にしましょうか。 

（市民）   それで坂田についてなんですが、もともと坂田村は犬上県坂田村だった。もとも

と大きくいえば犬上県で、何度か分かれて坂田村になったんですね。 

（富野教授） どうでしょうか。それでは“坂田郡四町が”ということにしましょう。 

それから 3行目の「人々は自然と調和しながら」の“調和”はやっぱりご意見の

とおり“共生”でいいですか。 

（市民）   “共生”の方がいいです。 

（富野教授） それからかなり大きな問題ですけども、5行目の“信仰”の問題ですけども、こ

のあたりは・・・ 

（市民）   私は省いた方が良いと思いますね。 

（市民）   私は起草委員会に出れていないのですが、“信仰”というのは果たしてこういう

ところに適当かということが・・・ 

（富野教授） それではこうなった経緯をまず起草委員会から説明いただけますでしょうか。 

（会長）   この地域ではですね、やはり仏教的な意識の高い、そういうものが市民の誇りか
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なと、仏教的な信仰心で繋がっているというところで出したんですが。今仰ったと

おりそういう問題もあるなと。 

（市民）   例えば、今日は雪ですが、この地域では“雪をくれやあたなあ”とか、子どもを

産んだとは言わないですね、“もろた”とか“授かった”とかいいます。こういっ

た方言は、宗教心、日本の中でここ独特のそのことが大切なんだと思います。 “お

こない”であるとか、浄土真宗の他力の教えから来ている言葉なんです。それが地

域の中で息づいていっているのは事実なんです。その辺のことが、起草委員会が言

いたかったことではないか。ここ特有のものでいいところですので、言葉を変えて

もよいのですが、配慮した方が良いのではないか思います。 

（富野教授） 私はですね、これは歴史の部分なんですね。歴史があって今の人々の生活の在り

方に繋がっていますよと言う表現だったんで、今の信仰が核ということよりもこの

地域が成り立つ部分でかなりそういうことが書いてあったんで、こういうことって

すごく大事だなあって感じがしたんですけども。 

（市民）   分かりますけれど、条例として出す限りはやっぱりあらゆる場面を想定しておか

ないといけなけないので、やっぱりこういう宗教的な意味合いのものは出来るだけ

省いた方が賢明だと思うんですが。歴史的な背景とかは分かっておりますけども。 

（富野教授） なんか別の表現があればいいんですけども。 

（市民）   宗教表現とか宗教的な生業ありますけども、信仰なんて色んな宗教が想定できる

と思うんです。宗教と言うとまずいと思うんですけども、信仰であればちょっとい

いかな・・・ 

（富野教授） 特定の宗派とかそういうものではなくて、一種自然に対する接し方・人々の繋が

りに対する在り方というところで、信仰というのは人々に影響しているかなという

ところなんですね。 

（市民）   やっぱりこれは“風土”とか“繋がり”とかに置き換えた方が・・・ 

（富野教授） これは後に持っていきましょう、これは非常に大事なところですので。 

中段の“合併によって”なんですけども、この部分をあえて入れるかどうかとい

うことなんですね。いわゆる憲法的な条例でありますから、かなり長い間の理念を

記述しているものですよね。それを合併でつくられたということを、このような形

で改めて後世に伝えていくべきなのかというところですね。ここに入れたのは後世

まで伝えていくべきだと、生まれた時の精神を是非みんなに伝えていって欲しい、

そういう思いで入っている部分なんですね。これは、正に選択ですね。我々今つく

ったという気持ちを是非後世の人たちに共有して欲しいという風にやっているの

か、やっぱりもう少しもっと普遍的なものだから抑え気味につくっていくのか、ど

ちらでも良いと思います。皆さんの条例に対する思い入れ、あるいは次の世代や

50 年、100 年後のまちに対する思い入れといったところが出てくるのかなと思いま

すが。これもちょっと後にしましょうか。 
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“市民と行政と事業者”の順番のところですが、“市民と事業者と行政”の順番

にして、事業者に“等”を入れます。それから“全力”は“総力”に、正にそのと

おりです。 

（市民）   それと質問したいんですけど、“モノ”をカタカナで使っているのは何か意味が

あるんですか。 

（富野教授） 使い方としてよくこういう使い方をします。単に物と違って、もう少し抽象化さ

れた物質的なものという意味で使う場合は結構カタカナで使う場合が多いんです

が、それを踏襲しているだけなんですが。 

では 2点については、今これからいきなり結論をだしてしまうのは乱暴かもしれ

ないので、信仰の取り扱いの部分と合併のことをどこまで書き込むかの部分ですけ

ども、これはもう一度皆さんに持ち帰っていただいて時間をかけてこの部分に絞っ

て結論をだしていただきたいと思います。 

それではこれで終了させていただきます、次回もよろしくお願いいたします。 


